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国
民
健
康
保
険
料
の
お
知
ら
せ

　
平
成
₃₁
年
度
の
国
民
健
康
保
険
料（
均
等
割
額
、

平
等
割
額
）を
左
表
の
と
お
り
決
定
し
ま
し
た
。

　
所
得
割
額
を
含
め
た
平
成
₃₁
年
度
の
国
民
健

康
保
険
料
は
、６
月（
特
別
徴
収
の
人
は
７
月
）

に
通
知
し
ま
す
。

　
介
護
分
の
対
象
は
、国
民
健
康
保
険
に
加
入
し

て
い
る
₄₀
〜
₆₄
歳
の
被
保
険
者
で
す
。

平
成
31
年
度
の
主
な
改
正
点

　
医
療
分
の
賦
課
限
度
額
が
３
万
円
引
き
上
が

り
₆₁
万
円
に
な
り
ま
す（
後
期
高
齢
者
支
援
金

分
と
介
護
分
の
賦
課
限
度
額
の
₁₉
万
円
と
₁₆
万

円
は
変
わ
り
ま
せ
ん
）。

低
所
得
者
に
対
す
る
国
民
健
康 

保
険
料
の
軽
減
に
つ
い
て

　
国
の
定
め
る
所
得
基
準
を
下
回
る
世
帯
は
保

険
料
の
均
等
割
額
、平
等
割
額
が
軽
減
さ
れ
ま

す
。軽
減
の
対
象
世
帯
か
ど
う
か
の
判
定
は
、左

表
の
合
計
所
得
の
額
に
よ
っ
て
行
わ
れ
ま
す
。

平
成
31
年
度
の
改
正
点

　
５
割
軽
減
と
２
割
軽
減
の
軽
減
対
象
の
範
囲

が
変
わ
り
ま
す
。加
入
者
１
人
当
た
り
の
基
準

額
が
、５
割
軽
減
に
つ
い
て
は
₂₇
万
５
０
０
０
円

か
ら
₂₈
万
円
に
、２
割
軽
減
に
つ
い
て
は
₅₀
万
円

か
ら
₅₁
万
円
に
な
り
ま
す
。

　
♥
各
区
役
所
国
保
年
金
課
へ
。

医療分 後期高齢者支援金分 介護分

均等割額（被保険者1人の額） ２万２７０円 ７１８０円 ７７３０円

平等割額（1世帯の額） ２万３７９０円 ８５５０円 ６９３０円

所得割額 世帯の被保険者全員の平成₃₀年分の所得に応じて算出。
料率は５月末に決定。

賦課限度額 ₆₁万円 19万円 16万円 

※国民健康保険料の年額は、上記の「均等割額」「平等割額」「所得割額」を合算した金額とな
ります。
※後期高齢者医療制度の被保険者が国民健康保険から脱退したため国民健康保険に単身
加入となる世帯について、平等割額を軽減します。

軽減割合 軽減の基準（前年中の所得）（「世帯主＋世帯主を除く被保険者＋特定同一世帯
所属者」の前年中の合計所得）

7割 合計所得が、33万円以下の場合 

5割 合計所得が、33万円＋（28万円×被保険者数及び被保険者と同一世帯に属す
る特定同一世帯所属者数の合計）以下の場合 

2割 合計所得が、33万円＋（51万円×被保険者数及び被保険者と同一世帯に属す
る特定同一世帯所属者数の合計）以下の場合

※軽減判定の際は、擬制世帯主の所得を含みます。
※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療制度に
移行した人で移行後も引き続き国民健康保険被保険者と同一世帯に属する人のこ
とです。
※擬制世帯主とは、国保被保険者の属する世帯で、世帯主が国保の被保険者でない
場合の世帯主のことです。

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
お
知
ら
せ

平
成
31
年
度
保
険
料
の
納
付

2
月
に
年
金
天
引
き
だ
っ
た
人　
原
則
と
し
て
、

２
月
に
年
金
天
引
き
さ
れ
た
額
と
同
額
が
、４
・

６
・
８
月
の
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
ま
す
。な
お
、

平
成
₃₀
年
₁₂
月
以
降
に
保
険
料
額
が
変
更
に
な

っ
た
人
な
ど
は
、年
金
天
引
き
と
な
ら
な
い
こ
と

が
あ
り
ま
す
。７
月
に
、平
成
₃₀
年
の
所
得
金
額

を
基
に
保
険
料
額
の
確
定
を
行
い
、₁₀
月
以
降
の

納
付
金
額
と
納
付
方
法
を
郵
送
で
通
知
し
ま
す
。

2
月
に
年
金
天
引
き
で
な
か
っ
た
人　
原
則
と

し
て
、７
月
か
ら
口
座
振
替
か
納
付
書
に
よ
る

納
付
と
な
り
ま
す
。

　
な
お
、４
月
上
旬
に「
平
成
₃₁
年
度
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
仮
徴
収
額
決
定
通
知
書
」が
届

い
た
人
は
、４
月
か
ら
新
た
に
年
金
天
引
き
さ

れ
ま
す
。

　

♥
福
岡
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
☎

０
９
２
６
５
１・
３
１
１
１
か
各
区
役
所
国
保
年

金
課
へ
。

平成31年度保険料の料率と軽減
●保険料率
　保険料（年額）の計算式＝均等割額（5万6085円）＋所得割額（【被保険者の総所得金額等（※1）－33万
円】×10.83％）。賦課限度額は62万円。

（※1）前年中の公的年金等所得、給与所得、その他の所得の合計で、各種所得控除前の金額。
●均等割額の軽減
　世帯の所得などに応じて、均等割額が軽減されます。
　本則7割軽減の対象の人は、軽減割合を上乗せして8.5割軽減、9割軽減とされてきましたが、年金生
活者支援給付金の支給が開始されることなどにより、軽減割合が見直されます。

（※2）基本的に総所得金額等と同じですが、公的年金等収入の場合、「公的年金等収入－公的年金等控
除－₁₅万円」となるなど、例外があります。

（※3）年金生活者支援給付金の支給の対象とならないなどを踏まえ、激変緩和の観点から、１年間に限
り実質上8.5割軽減は据え置かれることとなりました。
●後期高齢者医療制度加入日の前日に被用者保険（※4）の被扶養者であった人の軽減
　制度加入時から２年間に限り、均等割額が５割軽減され（※５）、所得割額はかかりません。

（※4）国民健康保険・国民健康保険組合は該当しません。
（※5）均等割額の軽減が所得により８．５割軽減、８割軽減に該当する人は、それぞれ８．５割軽減、８割軽減
が優先されます。

軽減割合（均等割額の年額） 対象者の所得要件
[同一世帯内の被保険者と世帯主の軽減対象所得金額（※2）の合計額]本則 平成31年度

7割（16,825円）

8.5割（8,412円）【平成30年度における8.5割軽減区分（※3）】33万円以下

8割（11,217円）
【平成30年度における9割軽減区分】
うち、世帯の被保険者全員の年金収入が80万円以下で、その他各種
所得なし

5割（28,042円） 5割（28,042円）［33万円（基礎控除額）+28万円×被保険者数］以下
2割（44,868円） 2割（44,868円）［33万円（基礎控除額）+51万円×被保険者数］以下

固
定
資
産
税
ゼ
ロ
特
例

事
業
の
相
談・受
け
付
け

　
中
小
企
業
な
ど
の
新
規
取
得
設
備
の
固
定

資
産
税
が
、３
年
間
ゼ
ロ
に
な
る
制
度
の
受

け
付
け
を
し
て
い
ま
す
。こ
の
特
例
を
受
け

る
た
め
に
は
先
端
設
備
等
導
入
計
画
を
策
定

し
、市
の
認
定
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

❶
先
端
設
備
等
導
入
計
画
の
提
出

　
計
画
期
間
内（
３
〜
５
年
）に
労
働
生
産
性

を
年
平
均
３
％
以
上
向
上
さ
せ
る
た
め
の
先

端
設
備
な
ど（
生
産
、販
売
活
動
な
ど
の
用
に

直
接
供
さ
れ
る
新
規
の
減
価
償
却
資
産
。一

定
の
要
件
あ
り
）を
導
入
す
る
計
画
を
策
定

し
、そ
れ
を
本
市
が
認
定
し
ま
す
。

❷
計
画
の
認
定
を
受
け
ら
れ
る

事
業
者

　
◎
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
上
の
中
小
企

業
な
ど
。た
だ
し
、固
定
資
産
税
の
ゼ
ロ
特
例

を
利
用
で
き
る
の
は
資
本
金
額
１
億
円
以
下

の
法
人
、従
業
員
数
１
０
０
０
人
以
下
の
個
人

事
業
主
な
ど（
大
企
業
の
子
会
社
を
除
く
）。

❸
計
画
の
認
定
を
受
け
た
場
合
の

効
果

●
認
定
を
受
け
た
先
端
設
備
な
ど
の
固
定
資

産
税
が
３
年
間
ゼ
ロ
に
な
り
ま
す
。

●
国
の
補
助
金（
も
の
づ
く
り
補
助
金
）の
補

助
率
が
２
分
の
１
か
ら
３
分
の
２
に
な
り
ま

す
。

●
国
の
補
助
金（
も
の
づ
く
り
補
助
金
）の
優
先

採
択
が
あ
り
ま
す
。

　
＃
随
時（
祝
・
休
日
を
除
く
月
〜
金
曜
日
の

８
時
₃₀
分
〜
₁₇
時
₁₅
分
）。詳
細
は
産
業
経
済

局
中
小
企
業
振
興
課
☎
８
７
３・
１
４
３
３
へ
。

※
申
請
方
法
・
申
請
様
式

な
ど
は
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ（
ア
ド
レ
ス
は
表
紙
参

照
）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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